
三
皇
廟
と
は
、
読
ん
で
字
の
如
く
、
三
皇
を
祭
っ
た
廟
で
あ
る
。

三
皇
と
は
誰
を
指
す
か
に
つ
い
て
は
、
中
国
古
来
諸
説
あ
っ
た
が
、

元
代
の
三
皇
廟
に
お
い
て
は
、
伏
義
・
神
農
・
黄
帝
の
三
者
を
い

う
。
顧
頷
剛
・
楊
向
奎
「
三
皇
考
」
（
呂
思
勉
・
童
言
業
編
「
古
史
辨
」

七
冊
中
編
一
九
四
一
年
）
に
よ
る
と
、
こ
の
三
者
を
組
み
合
せ
た

の
は
、
西
晋
の
皇
甫
證
『
帝
王
世
紀
」
、
及
び
前
漢
の
孔
安
国
に
よ

っ
て
書
か
れ
た
と
久
し
く
言
わ
れ
、
後
の
渭
朝
の
考
証
学
者
に
魏

晋
に
お
け
る
偽
作
な
り
と
立
証
さ
れ
た
「
尚
耆
」
序
等
で
あ
っ
た
。

唐
初
に
「
尚
書
』
が
五
経
の
一
つ
に
定
め
ら
れ
る
の
に
伴
い
、
こ

の
三
者
の
「
三
皇
」
と
し
て
の
地
位
は
次
第
に
定
ま
っ
た
。

三
皇
が
一
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
国
家
に
よ
っ
て
祭
ら
れ
た
の
も
、

唐
代
が
初
め
で
あ
る
。
『
唐
会
要
」
巻
二
十
二
に
、
「
（
天
宝
）
六
載

（
七
四
七
年
）
正
月
十
一
日
勅
、
三
皇
五
帝
、
創
物
垂
範
、
永
言
亀

肥
元
代
の
三
皇
廟
に
つ
い
て

秦k
の

玲
子

鏡
、
宜
有
欽
崇
。
三
皇
、
伏
義
、
神
農
、
軒
猿
。
五
帝
、
少
昊
、

瑞
項
、
高
辛
、
唐
堯
、
虞
舜
。
…
価
以
春
秋
二
時
致
享
共
、
置
令

丞
、
令
太
常
寺
検
校
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
三
皇
は
五
帝
と
と
も
に

国
家
に
よ
っ
て
祭
ら
れ
た
。
こ
こ
で
留
意
し
た
い
の
は
、
三
皇
が

文
明
の
祖
と
し
て
祭
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
文
明
の
祖

と
し
て
の
三
皇
の
祭
り
は
、
五
代
・
宋
に
は
受
け
継
が
れ
な
か
っ

た
が
、
金
に
受
け
継
が
れ
た
。
と
こ
ろ
が
元
に
な
る
と
、
三
皇
廟

は
医
学
校
と
組
み
合
わ
せ
て
、
医
薬
の
神
を
祭
っ
た
廟
と
し
て
全

国
に
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
元
史
」
巻
七
十
六
に
「
元
貞
元

年
（
一
二
九
五
年
）
、
初
命
郡
県
通
祀
三
皇
、
如
宣
聖
釈
婁
礼
。
太
蝉

伏
義
氏
以
勾
芒
氏
之
神
配
、
炎
帝
神
農
氏
以
祝
融
氏
之
神
配
、
軒

韓
黄
帝
氏
以
風
后
氏
、
力
牧
氏
之
神
配
。
黄
帝
臣
罰
附
以
下
十
人
、

姓
名
載
干
医
書
者
、
従
祀
両
廉
。
有
司
歳
春
秋
二
季
行
事
、
而
以

医
師
主
之
・
」
と
あ
り
、
三
皇
は
歴
代
十
人
の
名
医
と
共
に
祭
ら
れ

た
こ
と
が
分
か
る
。
儒
教
の
学
校
に
あ
る
孔
子
及
び
弟
子
の
廟
（
宣

聖
廟
）
の
例
に
な
ら
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

元
代
の
制
度
史
は
、
そ
れ
に
先
行
す
る
宋
代
と
比
べ
て
も
資
料

が
乏
し
く
、
三
皇
廟
に
つ
い
て
も
、
「
元
史
」
「
元
典
章
」
と
い
っ

た
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
制
度
史
的
資
料
か
ら
は
、
関
連
す
る
幾
つ
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か
の
皇
帝
の
詔
の
概
略
が
分
か
る
だ
け
で
、
そ
の
詔
が
出
る
に
到

っ
た
政
治
的
・
社
会
的
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。

池
内
功
「
元
朝
の
郡
県
祭
祀
に
つ
い
て
」
（
野
口
鐡
郎
編
「
中
国
史
に

お
け
る
教
と
国
家
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
四
年
）
や
趙
元
玲
「
三
皇

與
筈
學
Ｉ
三
皇
廟
略
考
」
（
「
醤
學
與
中
國
社
會
」
学
術
研
討
會
発
表

論
文
、
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
、
一
九
九
七
年
）
と
い
っ
た
先

行
研
究
が
そ
れ
を
補
う
た
め
に
主
に
使
っ
て
き
た
の
が
、
廟
の
建

設
・
改
修
の
際
に
そ
の
脇
に
建
て
ら
れ
た
石
碑
の
碑
文
（
三
皇
廟

記
）
で
あ
る
。
演
者
が
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
従
来
分
か
っ
て
い
た
よ

り
多
め
の
、
三
十
数
篇
ほ
ど
の
碑
文
が
士
大
夫
の
文
集
や
地
方
志

の
中
に
残
っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

そ
れ
ら
の
碑
文
か
ら
確
認
で
き
る
の
は
、
第
一
に
従
来
も
指
摘

さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
元
代
的
三
皇
廟
以
前
に
、
文
明
の
祖
と
し

て
の
国
家
に
よ
る
祭
り
と
は
別
に
、
医
者
が
私
的
に
三
皇
を
医
薬

の
祖
と
し
て
祭
っ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
目
新
し
い
史
料
と
し
て

は
、
元
初
に
書
か
れ
た
元
好
間
（
二
九
○
’
一
二
五
七
）
の
「
三

皇
堂
記
」
（
「
遺
山
集
」
巻
三
十
二
）
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
は
、

趙
国
器
と
い
う
医
者
が
建
て
た
三
皇
堂
に
付
さ
れ
た
碑
文
で
あ

り
、
私
的
な
三
皇
の
祭
り
を
最
も
直
接
的
に
証
拠
づ
け
る
文
章
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
第
二
に
、
建
設
・
改
修
の
時
期
を
調
べ
て
み

る
と
、
や
は
り
圧
倒
的
に
前
述
の
元
貞
元
年
の
詔
が
出
た
後
の
場

合
が
多
く
、
三
皇
廟
制
度
の
実
際
的
効
果
が
あ
る
程
度
確
認
で
き

る
。

さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
医
学
校
・
三
皇
廟
の
記
載
が
地
方
志

に
占
め
る
割
合
で
あ
る
。
例
え
ば
寧
波
の
場
合
、
宋
以
前
に
編
蟇

さ
れ
た
地
方
志
に
は
三
皇
廟
が
全
く
現
れ
ず
、
明
中
期
以
降
の
そ

れ
に
は
簡
単
に
一
行
程
度
の
記
載
し
か
な
い
の
に
対
し
、
元
代
に

書
か
れ
た
『
延
祐
四
明
志
」
巻
一
四
に
は
長
々
と
医
学
校
・
三
皇

廟
に
関
す
る
記
載
が
あ
る
。
モ
ン
ゴ
ル
人
に
よ
る
王
朝
は
、
よ
り

実
用
的
な
学
問
と
し
て
の
医
学
や
工
芸
を
推
進
し
た
。
三
皇
廟
に

関
す
る
多
く
の
記
載
は
、
元
代
に
お
け
る
医
学
の
社
会
的
文
化
的

重
要
性
を
示
唆
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
日
本
学
術
振
興
会
／
北
里
研
究
所
東
医
研
医
史
学
研
究
部
）
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